
 

令和７年度「京都市交通バリアフリー推進会議」 
 

議  事  次  第 
 

日時： 令和７年８月４日（月） 
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1  開 会 

 

 

２ 議 事 

（ 1 ）  バリ アフリ ー全体構想の進ちょく状況について 

 

（ 2 ）  令和６年度のバリ アフリ ーに関する取組について 

 

（ 3 ）  その他（ 意見交換等）  

 

 

３ 閉 会 

 

【 会議資料】  

○ 委員一覧 

○ 配席図 

○ 資料１ バリ アフリ ー全体構想の進ちょく状況について 

○ 資料２ 令和６年度のバリ アフリ ーに関する取組について 

○ 資料３ 意見書集約【 概要版】  

○ 資料４ 意見書集約【 本編】  

○ 令和７年度京都市バリ アフリ ー推進会議に関する意見書 

○ 「 心のバリ アフリ ー」 ハンドブック（ 令和３年３月）  

○ 「 心のバリ アフリ ー」 チラシ（ 令和３年３月）  
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1 バリアフリー全体構想について 

(1)「京都市交通バリアフリー全体構想」（平成 14 年 10 月策定）旧全体構想 

平成 2 2 年度を目標年次として、利用者が概ね 5 ,0 0 0 人／日以上の駅を対象

に、バリ アフリ ー化を重点的かつ一体的に図る「 重点整備地区」 を 1 4 地区（ 2 5

駅） 選定し、この重点整備地区ごとに「 基本構想」 を策定し、駅やその周辺道路の

バリ アフリ ー化を推進。 
 

【 基本構想の策定状況】  

平成 1 5 年度 桂地区、山科地区 

平成 1 6 年度 烏丸地区、向島地区 

平成 1 7 年度 京都地区、嵯峨嵐山地区 

平成 1 8 年度 河原町地区、稲荷地区 

平成 1 9 年度 桃山御陵前地区、京阪五条・七条地区 （ ※1 ） 

平成 2 0 年度 東福寺地区、京阪藤森地区、伏見地区 

 
 

※1   京阪五条地区及び七条地区は、全体構想では２地区としているが、地区が

近接しているため、基本構想では１つの地区に統合。 
 

 

(2)「「歩くまち・京都」交通バリアフリー全体構想」（平成 24 年 3 月策定）新全体構想  

令和２年度を目標年次として、対象を利用者が概ね 3 ,0 0 0 人／日以上の駅に

拡大し、新たに 1 0 地区（ 1 1 駅） の重点整備地区を選定し、地区ごとに「 基本構

想」 を策定。 
 

【 基本構想の策定状況】  

平成 2 4 年度 大宮地区、太秦地区 

平成 2 5 年度 Ｊ Ｒ藤森地区、深草地区、西院地区 

平成 2 6 年度 阪急嵐山・松尾大社地区（※２）、 

 上桂地区、桃山地区 

平成 2 8 年度 西大路地区 

平成 3 0 年度 東福寺地区（ 鳥羽街道エリア） （※３）  

 
 

※２  阪急嵐山地区及び松尾大社地区は、全体構想では２地区としているが地区が

近接しているため、１つの地区に統合。 

※３  鳥羽街道駅（ 京阪） の平均利用者数が概ね 3 ,0 0 0 人／日以上（ H２９実績）

に達したことから、１０地区に加え、京阪鳥羽街道駅及びその周辺道路のバリ ア

フリ ー化概要を定めた東福寺地区（ 鳥羽街道エリ ア） の基本構想を策定。 
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２ 重点整備地区のバリアフリー化の進ちょく状況について 

(1)旅客施設・公園 

○令和４年６月をもって、整備対象施設のすべての整備が完了（ 下表） 。 

 

旧全体構想で選定した重点整備地区 新全体構想で選定した重点整備地区 

重点整備地区名 整 備 対 象 施 設 進ちょく状況 重点整備地区名 整 備 対 象 施 設 進ちょく状況 

①桂地区 桂駅（阪急） 

平成 2 2 年度 

までに、基本

構想に位置

付ける整備

が全て完了 

⑭太秦地区 太秦駅（JR 西） H2 7 .4 完了 

②山科地区 
山科駅（JR 西） 

山科駅（地下鉄） 
⑮大宮地区 

大宮駅（阪急） 

二条駅（JR 西） 

光徳公園 

H2 6 .3 完了 

H2 7 .9 完了 

R 元 完了 

③烏丸地区 
烏丸駅（阪急） 

四条駅（地下鉄） 
⑯Ｊ Ｒ藤森地区 藤森駅（JR 西） H2 8 .3 完了 

④向島地区 向島駅（近鉄） ⑰深草地区 
深草駅（京阪） 

稲荷駅（JR 西） 

H2 8 .3 完了 

H2 8 .９完了 

⑤京都地区 

京都駅（JR 西） 

京都駅（新幹線） 

京都駅（近鉄） 

京都駅（地下鉄） 

⑱西院地区 
西院駅（阪急） 

西院駅（京福） 

R2 .3 完了 

H2 9 .3 完了 

⑥嵯峨嵐山 

地区 

嵯峨嵐山駅（ JR 西）  

嵐電嵯峨駅（ 京福）  

ﾄﾛｯｺ嵯峨駅（ 嵯峨野観光鉄道）  

⑲桃山地区 桃山駅（JR 西） R2 .1 1 完了 

⑦河原町地区 
河原町駅（阪急） 

祇園四条駅（ 京阪）  

⑳阪急嵐山・ 

松尾大社地区 

嵐山駅（阪急） 

松尾大社駅（ 阪急）  

H2 9 .3 完了 

H2 9 .3 完了 

⑧稲荷地区 
稲荷駅（JR 西） 

伏見稲荷駅（ 京阪）  
㉑上桂地区 上桂駅（阪急） H2 9 .3 完了 

⑨桃山御陵前 

地区 

桃山御陵前駅（ 近鉄）  

伏見桃山駅（ 京阪）  
㉒西大路地区 西大路駅（JR 西） R4 .３完了 

⑩京阪五条・ 

七条地区 

清水五条駅（ 京阪）  

七条駅（京阪） 
その他の重点整備地区 

⑪東福寺地区 
東福寺駅（JR 西） 

東福寺駅（京阪） 
重点整備地区名 整備対象旅客施設 進ちょく状況 

⑫京阪藤森地区 藤森駅（京阪） 
⑪東福寺地区 

（ 鳥羽街道エリ ア） 
鳥羽街道駅（ 京阪）  R4 .６完了 

⑬伏見地区 伏見駅（近鉄)     

（ 注）  

⑩京阪五条・七条地区・・・・・・・・・・全体構想では２地区としているが、地区が近接しているため、 
基本構想では１つの地区に統合 

 
⑳阪急嵐山・松尾大社地区・・・・・・全体構想では２地区としているが、地区が近接しているため、 

基本構想では１つの地区に統合 
 

⑪東福寺地区（鳥羽街道エリ ア）・・・新全体構想策定後に東福寺地区に追加 
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：重点整備地区 

駅名（赤字） ：全体構想で整備
対象としている駅 

重点整備地区及び旅客施設 位置図 
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(2)旅客施設の進ちょく状況 

○3,000 人／日以上の旅客施設（93 施設（※１））の進ちょく状況 

  平成 2 2 年度時点 

進ちょく率 

新全体構想における 

目標値 

令和７年３月時点 

実績 

段差解消 8 8 .4 ％ 1 0 0 %  1 0 0 ％ 

運行情報（ 音声案内）  9 8 .8 ％ 1 0 0 %  1 0 0 ％ 

運行情報（ 文字情報）  9 0 .7 ％ 1 0 0 %  １００％ 

車椅子対応トイレ（ ※２）  9 6 .5 ％ 1 0 0 %  9 8 .9 ％ 

車椅子・オス ト メ イト ・対

応トイレ（ ※２）  6 6 .3 ％ 7 5 %  8 ４.3 ％ 

転落防止対策（ ※３）  9 8 .8 ％ 1 0 0 %  1 0 0 ％ 

券売機の下部ス ペース

（ ※４）  
9 8 .1 ％ 1 0 0 %  7 1 .7 ％（ ※７）  

幅広改札口（ ※５）  9 8 .8 ％ 1 0 0 %  1 0 0 ％ 

 

○全旅客施設（132 施設）の進ちょく状況 

  平成 2 2 年度時点 

進ちょく率 

新全体構想における 

目標値 

令和７年３月時点 

実績 

段差解消 6 7 .7 %  7 5 %  ８７.８％ 

視覚障害者誘導ブロック 7 3 .1 ％ 8 5 ％ 8 7 .０％ 

運行情報（ 音声案内）  7 1 .5 %  7 5 %  7 1 .8 ％ 

運行情報（ 文字情報）  6 4 .6 %  ７0 %  7 1 .８％ 

点字料金表示 8 6 .4 ％ 1 0 0 ％ ８８.７％ 

車椅子対応トイレ（ ※２）  8 8 .0 %  ９0 %  9 2 .1 ％ 

車椅子・オス ト メ イト ・対

応トイレ（ ※２）  
5 8 .0 ％ 6 5 %  7 ７.０％ 

ベンチ・待合室（ ※６）  9 9 .2 ％ 1 0 0 ％ ９７．７％ 

転落防止対策（ ※３）  8 1 .1 ％ 8 5 %  9 ５.３％ 

券売機の下部スペース 

（ ※４）  
8 5 .9 ％ ９0 %  6 6 .2 ％（ ※７）  

幅広改札口（ ※５）  9 5 .7 ％ 1 0 0 %  9 ８.９％ 

※１ 重点整備地区以外の旅客施設を含む。 
※２ トイレのある旅客施設を対象とする。 
※３ ホーム端の転落防止柵及びホーム縁端部の警告ブロ ックが設置されている旅

客施設を対象とする。 
※４ 券売機のある旅客施設を対象とする。ただし、係員により対応している旅客施設は除く。 
※５ 改札口のある旅客施設を対象とする。 
※６ ベンチ・待合室の設置が旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある旅客

施設は除く。 
※７ 国のバリ アフリ ー整備ガイドラインの改訂により、平成２２年度時点とは集計方法

が異なる。 
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(3) 路線バス車両の進ちょく状況 

（ ※） ノンステップバス，ワンステップバス，リ フト付きバス等 

 

 

＜参考＞ 

○国の「 移動等円滑化の促進に関する基本方針」 における目標（ 平成１８年度制定、

令和２年度改正）  

対象設備 令和７年度末までの目標値 

鉄軌道駅・バ

スターミ ナル

（ ※１）  

段差の解消 

原則 1 0 0 %  
視覚障害者誘導用ブロック 

案内設備 ( ※2 )  

障害者用トイレ( ※3 )  

ホームドア・可動式ホーム柵 3 ,0 0 0 番線を整備 

う ち、1 0 万（ 人/日） 以上の駅は

8 0 0 番線（ ※４）  

バス車両 ノンステップバス 約８０％ 

※１ 利用者数 3 ,0 0 0 （ 人/日） 以上の施設及び基本構想の生活関連施設に位置

付けられた 2 ,0 0 0 （ 人/日） 以上の施設が対象。 

※２ 文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備、標識、

案内板等。 

※3  便所を設置している旅客施設が対象。 

※４ 本市域におけるホーム柵整備済み駅は以下の通り。  

   ・市営地下鉄（ 東西線） ：全駅( 1 ７駅)  

・市営地下鉄（ 烏丸線） ：京都駅、四条駅、烏丸御池駅、北大路駅 

※令和１２年度上半期に全駅設置完了予定 

・J R 西日本：京都駅（ ２,５番ホーム）  ※３，４番ホームは令和７年度設置予定 

梅小路京都西駅 

・J R 東海：京都駅（ 新幹線）  

  う ち、１０万人以上の駅（ 令和６年度末時点） は、京都駅（ J R 西日本） 、京都駅・

四条駅・烏丸御池駅（ 市営地下鉄） 。 

 

 

  平成 2 2 年度

時点実績 

新全体構想に

おける目標値 

令 和 ７ 年 ３ 月

時点実績 

国の基本方針

の目標値 

人にやさしいバス※ 7 2 .6 ％ 1 0 0 ％ 9 ５.9 ％ － 

ノンステップバス 5 7 .1 ％ ７０％ ８６.６％ 約 8 0 ％ 
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(4)バリアフリー化未完了の駅について 

○西大路駅（ J R 西日本） 南側駅舎のバリ アフリ ー化 

  西大路駅については、令和４年３月に北側駅舎の整備が完了し、バリ アフリ ー化さ

れた１経路を設けることができた。南側駅舎のバリ アフリ ー化については、過年度より

地元及び議会から強い要望があるが、駅の構造上の制約及び朝夕の混雑状況を踏

まえると利用者の安全を確保しながら工事を実施することは困難な状況となっている。 

このため、今後は、全体の乗降客の流動状況を踏まえながら、改善を検討していく

こととしている。 

 

○墨染駅（ 京阪） の多機能トイレ整備 

墨染駅については、全体構想において、「 引き続き改善方策を検討する旅客施設」

として位置づけられている。 

今回（ 令和 7 年下期） 多機能トイレを含め、駅のトイレリ ニューアルを実施予定。 

 

○利用者数３,0 0 0 （ 人／日） 未満の駅のバリ アフリ ー化 

利用者数３,0 0 0 （ 人／日） 未満の駅を多くもつ地域鉄道事業者（ 京福電鉄・叡山

電鉄） においては、ホーム改修などに合わせて、スロ ープや手すり の設置といったバリ

アフリ ー化が進められており 、改修に当たっては、国・京都府及び本市が協調して補

助している。 
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（５）道路（令和７年７月末予定） 

 

 

 

：整備完了地区（ 進捗率 1 0 0 ％）  

：整備未完了地区 

（     ％）：道路のバリ アフリ ー化進捗率 

（ 計画延長に対する整備延長の割合）  
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３ ソフト面（心のバリアフリー）の取組について 

（１）公共交通事業者等による令和６年度までの実施状況 

事業者 近年の実施内容 

JR 西日本 
・年間教育でバリアフリー教育を実施（動画） 

主な内容：障害者差別解消法、ベビーカーをご利用のお

客様対応、視覚障碍者の見守り 等 

近畿日本鉄道 

・接遇研修の実施 

・職員のスキル向上につながる取組の実施及び奨励 

・広報活動 

京阪電車 

・車いすのお客さまが乗車された際は、降車駅での介助忘れ

がないよう係員間の連絡を徹底するよう教育 

・鉄道部門を対象とした接遇・介助の研修を実施 

・社員のユニバーサルマナー検定取得の推進 

阪急電鉄 
・社員のサービス介助士取得の推進 

・社員によるインスタントシニア体験学習の実施 

京福電鉄 
・社員のサービス介助士取得の推進 

・ミライロ ID（障害者手帳アプリ）の取り扱い開始（令和３

年度） 

叡山電鉄 

・社員による交通サポートマネージャー研修および上級交通

サポートマネージャー研修の受講 

・社員による京都市消防局普通救命講習の受講 

・社内研修で障害者差別解消法を周知 

・社員による手話及び聴覚障害の理解促進に向けた業種別合

同研修会の受講 

・視覚障害のある方への「見守り・声かけ」の強化、利用者

への声掛け啓発の促進 

京阪バス 
・乗務員バリアフリー研修の実施（年２回） 

 

京都バス 
・社員による交通サポートマネージャー研修の受講（令和元

年度～令和５年度で１０名受講） 

※令和２年度はコロナ禍のため、実施していない。 
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京都市 

交通局 

・交通サポートマネージャーの資格を持つ職員の養成 

・新規採用市バス運転士・地下鉄駅職員への研修（障害のあ

る方を講師とした研修） 

・所属研修の実施 

・コミュニケーションボードの全バス車両配備 

・京都市身体障害者連合会との意見交換会の実施 

・視覚障害者団体の皆様と連携した安全啓発活動の実施 

京都市 

（交通局以外） 

・「心のバリアフリー」ハンドブックの作成(平成 26 年 3 月作

成、令和 3 年 3 月改訂)（配布資料参照） 

・「心のバリアフリー」啓発チラシの作成（令和３年３月）及び駅等

への配架 

・本市が企画協力している情報誌「Leaf mini『京なか歩く』第

57 号」に、心のバリアフリーに関する記事を掲載 

・ほほえみ交流活動事業（※）の実施 

※学校や地域などで、障害のある人とない人が相互に交流す

る機会を広げることにより、障害や障害のある人への理解を

深めることを目的とした取組。 

・「障害を理由とする差別の解消のための事例集」の作成（令和

３年度） 

・「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポスター」作品募集 

・障害者週間の街頭啓発キャンペーン 

・ユニバーサルデザインを踏まえた優れたアイデアや実践活動を

表彰する「みやこユニバーサルデザイン賞」の実施 

・企業向け人権啓発講座の開催（テーマ：～共生社会の実現に向

けて～知的障害の理解と知的障害のある人の雇用） 

・「みやこユニバーサルデザイン審議会 利用しやすい施設づく

り部会」において、鳥羽街道駅舎工事に係る事前意見聴取（令

和 2 年度）及び現地視察・意見聴取（令和 4 年度）を実施 

・市民しんぶん記事掲載（ヘルプマーク、ヘルプカード等につい

て/令和３年１２月１日号、 コロナ禍の新しい生活様式の浸透に

より生じる障害のある人の困りについて/令和２年１２月１日号） 
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（2）「心のバリアフリー」について 

○  本市では、駅や周辺道路等のバリ アフリ ー化を推進するとともに、積極的な

声掛けや困っている方への手助けの実施など、市民がお互いに理解し、助け

合う 「 心のバリ アフリ ー」 を推進している。 

○ 本会議において、平成 2 6 年 3 月にパンフレット（ 令和 3 年 3 月改訂） を、

また、令和 3 年 3 月に啓発チラシを作成し、心のバリ アフリ ーの周知啓発に

活用している。 

○  国の「 移動等円滑化の促進に関する基本方針」 において、「 心のバリ アフリ

ー」 普及に関して、以下の目標が示されている。 

 

 

 

 

 

○  「 心のバリ アフリ ー」 について、令和５年度に京都市在住者を対象に、本市

独自のアンケート調査を実施したところ、 「 知っている」 「 聞いたことがあるが、

よく知らない」 を合わせると、５１．９％という 結果であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇「 移動等円滑化の促進に関する基本方針」 における目標（ いずれも令和７年度まで） 

・ 「 心のバリアフリー」 という用語の認知度 約５０％ 

・ 高齢者、障害者等の立場を理解して行動ができている人の割合 原則約１００％とす

る。 

問：あなたは、「 心のバリ アフリ ー」 という 言葉を知っていますか。 
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４ 今後の取組について 

本市では、これまで、京都市交通バリ アフリ ー全体構想（ 平成１４年１０月策

定） 及び「 歩くまち・京都」 交通バリ アフリ ー全体構想（ 平成２４年３月策定） に

基づき、交通バリ アフリ ーを推進してきた。 

鉄道駅のバリ アフリ ー化については、地元や利用者の皆様の御協力、また、鉄

道事業者の尽力の結果、令和４年度に全体構想で選定されたすべての駅につ

いて、基本構想で定めた整備が完了した。 

  一方で、道路のバリ アフリ ー化については、緊急性や他事業との同時整備に

よる事業効果などを勘案しながら、順次、効率的かつ効果的な整備を進めてい

るが、現状として、整備が完了していない重点整備地区が１５地区ある。 

今後も引き続き、現行の構想に基づく整備の完了を目指して取組を進めると

ともに、本市の交通バリ アフリ ーの進捗状況等については、本会議で共有してい

く。 

また、全体構想や基本構想で指定されていない道路などのインフラについて

は、日常の維持管理や改修工事等の機会をとらえ、可能な限りバリ アフリ ー化を

進めていく。 

ソフト面の取組である「 心のバリ アフリ ー」 の周知啓発については、「 心のバリ

アフリ ー」 ハンドブックや周知チラシ等を活用し、継続的に取り組んでいく。 
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令和６年度のバリアフリーに関する取組について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 
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１ 公共交通事業者の取組 

①JR西日本 

◆ハード面の取組 

( 1 )  ホーム柵整備 

・京都駅3 番のりば4 番のりば、整備工事継続中。2 0 2 5 年度使用開始を予定 

（ 参考） ホーム柵整備作業の様子 
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( 2 ) その他バリ アフリ ー関連設備（ ホーム安全スクリ ーン等）  

ホーム安全スクリ ーンを順次整備 

2 0 2 5 年度京都駅8 番～1 0 番のり ば、３１番～３３番のり ばに整備予定 

桂川駅に増設予定 

（ 参考） ホーム安全スクリ ーンの検知イメージ 

 
 

 

◆ソフト面の取組 

（ １） 社内研修の実施 

新入社員や駅係員をはじめ関係する社員を対象に、バリ アフリ ーにおける 

マインドや介助方法等に関する教育を行った。 

 

（ ２） 社員によるサービス介助士資格取得の推進 

公益財団法人日本ケアフィット共育機構が認定する民間資格である 

「 サービス介助士」 を全社員のう ち約３９０名の社員が受講した 

 

（ ３） 障がい者当事者とのディスカッションを実施 

上述のサービス介助士研修のプロ グラムの一環として、障がい者当事者と

のディスカッションを実施した。 
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②近畿日本鉄道 

◆ハード面の取組 

〇車両の改造および新造代替によるバリ アフリ ー化 

（ 奈良・京都線所属一般車両の車椅子スペース付編成数の比率 8 6 .3 ％を達成）  

   

 

 

 

 

 

 

 

◆ソフト面の取組 

( 1 ) 接遇研修の実施 

   運輸現業従事員に対して、社内で作成した研修資料やＤＶＤ映像、または 

外部団体主催の障害者対応研修資料等を活用した接遇技能取得の向上

を図る訓練・研究会の実施 

 

( 2 ) 職員のスキル向上につながる取組の実施および奨励 

運輸部現業職場の新規助役登用者等に対してサービス介助士資格を 

取得させる。なお、サービス介助士資格の有効期限は３年であるが、 

資格継続の手続きを行っている。 

 

( 3 )  ウエブサイト等による情報提供 

ホームページの各駅情報ページにエレベーター・エスカレーター・スロープ

等の有無表示を実施。 

ホームページにエレベーターの定期点検予定日の掲載を実施。 

 

 

車いすスペース設置状況 

16



③阪急電鉄 

◆ハード面の取組 

( 1 ) 京都線桂駅 2 ～5 号線ホーム柵設置工事 

（ 令和 6 年 1 2 月可動式ホーム柵供用開始）  

    

整備前              整備後（ 大阪梅田方面 4 ，5 号線ホーム）  

    

整備後（ 京都河原町方面 2 ，3 号線ホーム）  
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（ ２） 京都線京都河原町駅 1 ～3 号線ホーム改良工事実施中 

可動式ホーム柵の設置に伴い、ホームと車両との段差・隙間の縮小を目的 

としてホームの改良工事を実施した 

   

整備前                     整備後（ 1 、3 号線ホーム）  

   

整備後（ 1 号線ホーム段差・隙間の縮小状況）           

   

整備後（3 号線ホーム段差・隙間の縮小状況）      整備後（2 号線ホーム） 
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（ ３） 車両のバリ アフリ ー化 

・新形式車両を４編成導入（ 令和 6 年度）  

 ・車両内（ １車両に１箇所） の車椅子スペース設備工事実施（ 令和６年度）  

  車両改造時に既存車両１編成実施。 

 

 

 

※2 0 2 4 （ 令和 6 ） 年度末時点で１５９編成／１６６編成に設置済み 

 

（ ４） 旅客トイレリ フレッシュ工事 

桂駅と大宮駅の旅客トイレのリ フレッシュ工事を実施し、利便性の向上と機

能分散を図るため、オストメイト設備（ 簡易パウチ洗浄） 、ベビーチェア及び

着替え台を設置した。 

 

   

           桂駅（ 女子トイレ）                  大宮駅（ 男子トイレ）  

 

 

車椅子スペース設置（ 1 車両に 1 箇所）  
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◆ソフト面の取組 

( 1 ) サービス介助士の取得推進 

・累計取得者数１，7 4 3 名（ 令和 7 年（ ２０２5 年） ４月時点）   

・令和 7 年度（ ２０２5 年度） から、ユニバーサルマナー検定受講への移行を 

予定している。 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

( 2 ) インスタントシニア体験学習の実施 

・入社時、車掌・運転士昇格時に実施 

   

  

 サービス介助士の疑似体験風景 

インスタントシニア体験学習の風景（ 左：机上学習／右：実地学習）  
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④京阪電気鉄道 

◆ハード面の取組 

（ １） トイレリ ニューアル 

駅のトイレを利用されるお客さまの快適性・利便性向上を図るため、洋式化

および内装替えなど全面的にリ ニューアル工事を実施。 

①東福寺駅トイレリ ニューアル工事（ 令和 7 年 3 月）  

・男子・女子・多機能トイレ内装改修工事 面積：延 4 2 .3  ㎡ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②七条駅上りトイレリ ニューアル工事（ 令和 6 年 1 0 月）  

       ・男子・女子・多機能トイレ内装改修工事 面積：延 6 7 .0  ㎡ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21



③神宮丸太町駅トイレリ ニューアル工事（ 令和 6 年 1 2 月）  

・男子・女子・多機能トイレ内装改修工事 面積：延 7 0 .3  ㎡ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２） 可動式ホーム柵の設置（ 予定）  

祇園四条駅１・２番線ホームの可動式ホーム柵の設置に伴い、現在準備

工事として天井解体工事を実施している。  

（ 可動式ホーム柵は令和 8 年 3 月設置予定）  
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（ ３） 車両のバリ アフリ ー化 

   7 0 0 0 系車両（ 1 編成） のリ ニューアル工事を行い、「 バリ アフリ ー整備ガイ

ドライン」 に  準拠し、扉開閉予告灯、ドアチャイム及び液晶型車内案内表示

器の設置、車椅子スペースの拡大等を実施。 

   ※2 0 2 ４（ 令和 6 ） 年度末時点で 5 9 編成/ 9 2  編成がバリ アフリ ー基準

に適合する 

 

    ①扉開閉予告灯の設置                ②液晶型車内案内表示器の設置 

 

 

 

 

 

 

   ③車椅子スペースの拡大                 ④スタンションポールの設置 
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◆ソフト面の取組 

( 1 ) 社内研修の実施 

サービス介助士からユニバーサルマナー検定の受講に切り替えて取り組ん

でおり、2 0 2 5 年 3 月末時点で京阪線の駅係員・乗務員・助役の 9 0 ％以

上の受講が完了している。  

今後は新入社員が入社するタイミ ングで、年 1 回を目途にユニバーサルマ

ナー検定を実施する。 
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⑤京福電気鉄道 

◆ハード面の取組 

（ １） 嵐山本線太秦広隆寺駅（ 下りホーム） バリ アフリ ー化工事実施 

（ 令和６年１１月）  

  【 整備内容】  

  ・ホーム面の不陸調整 

・内方線付き点状ブロ ックの敷設 

・視覚障がい者用誘導ブロックの敷設 

・スロープの設置（ 勾配１/１２、両側２段手摺）  

≪ホーム面（ ブロックの敷設/不陸調整） ≫ 

 

≪スロ ープ部≫ 

 

  

整備前 整備後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備前 整備後 
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（ ２） 新造車両『 KYOTRAM 』 デビュー（ 令和７年２月）  

【 整備内容】  

  ・車椅子・ベビーカースペースの整備 

  ・ドア開閉予告灯の設置 

・ドアチャイム誘導鈴の設置 

   

 

 

◆ソフト面の取組 

〇 サービス介助士資格取得の推進（ 2 0 2 0 年度～）  

今年度 １８人が取得（ 2 0 2 5 /3 現在）  

全従業員１０８人中人８６人が取得（ ７９．６％が取得）  
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⑥叡山電鉄 

◆ハード面の取組 

車両改修に合わせ、車両のバリ アフリ ー化（ ドアチャイム、ドア開閉表示灯、誘導

鈴、点字表示、優先座席の色分け、車いす・ベビーカースペースの確保、案内表

示器） を実施しますが、令和 6 年度に車両改修はありませんでした。 

 

 

◆ソフト面の取組 

（ １） 交通サポートマネージャー（ 中級） 研修の社員参加 

（ 交通エコロジー・モビリ ティ財団主催）  

２０２４年６月２６日（ 水） 、２７日（ 木）  【 2 日間】  

 

（ ２） 手話教室の社員参加（ 交通エコロジー・モビリ ティ財団主催）   

２０２４年６月１１日( 火) ～８月２７日( 火) ( 全1 0 回)  

 

（ ３） 社内研修の実施 

（ 障害者差別解消法による障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合

理的配慮の基本的な考え方）  

  ２０２４年９月２４日（ 火） ～２０２４年９月２６日（ 木）  
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⑦京阪バス 

◆ハード面の取組 

（ １） 一本道バス停（ 南向き） において、以下の取り組みを実施 

（ 2 0 2 5  年2  月実施）  

①ベンチ設置 ②歩道防護柵一部撤去 ③歩道縁石一部切り下げ 

※老朽化して撤去された広告付ベンチの代わりベンチを設置するとともに 

防護柵がバス乗降口と合っていなかった弊害の解消です。 

  

（ 整備前）                            【 整備後】  

（ ２） 外国人・観光客のお客様への対応（ 2 0 2 5 年3 月実施）  

五条坂（ 東行） において、誤って京都駅行きのバスを待つ方が多いので、 

のりば案内図（ 英表記あり） を新たに設置しました。 
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◆ソフト面の取組 

○ 乗務員バリ アフリ ー研修の実施【 年2 回（ 6 月・1 2 月） 】  

➡対象者は運転職およびガイド職（ 2 0 2 4 年1 2 月分は9 2 0 名に実施）  

 

＜2 0 2 4 年6 月実施＞ 

・実施項目 … 障害の特性と基本の接遇方法 

・内 容 … 障害の多様性の理解と声掛けの必要性 

・目 的 … 障害者等の特性を学ぶことにより、障害者の求めるサポートについ

ての理解を深める 

 

＜2 0 2 4 年１２月実施＞ 

・実施項目 … バリ アフリ ーに関する基本理念の理解 

・内 容 … 法令や社会的背景から学ぶ「 心のバリ アフリ ー」 の基本 

・目 的 … 基本理念の理解により 接遇対応の基本姿勢を学ぶ 

 

【 研修資料】 一部抜粋（ 2 0 2 4 年１２月実施内容）  
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⑧京都バス 

◆ハード面の取組 

（ １） バリ アフリ ーに対応した営業所新社屋の建設（ 令和 5 年 1 月）  

高野営業所の社屋建替えに伴い、入口の自動扉化をはじめ、３階お客様窓

口まではエレベーターを設置しているほか、窓口には通常のカウンターの隣

に、車いすの方がそのまま利用していただける高さのカウンターを設置した。 
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（ ２） 毎年５～８両のノンステップバスを導入【 継続】  

令和６年度については８両のノンステップバスを導入するとともに、令和４年

度以降導入の全車について車いす固定用ベルトを設置型とすることで、より

スムーズな運用が可能となっている。 

   

   

 

◆ソフト面の取組 

○従業員のバリアフリーへの理解を深める取組【継続】 

新入運転士や事務員に対し、バスへの車いす乗降補助訓練を行う だけでな

く、実際に車いすに座って乗降してもらう 体験や、高齢者疑似体験キットを用い

たバスへの乗降体験を行い、身体の不自由な方の立場に立った接遇と特性

に応じた安全運行が行えるよう 取り組んでいる。また、毎年運転士の中から交

通サポートマネージャー研修の受講も行っており、今年度は２名程度受講させ

ている。 
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⑨京都市交通局 

◆ハード面の取組 

( 1 ) 市バスにおけるバリ アフリ ー化 

ア 車両【 継続】  

 ・ 現在、バス車両の更新時には、ノンステップバスを導入することとしており、 

令和６年度は９両を導入。 

 

 

 

 

 

イ バス停【 継続】  

 ・ バス停留所の整備においては、視覚障害者誘導用ブロックの設置や歩道

のマウントアップ化を順次行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２） 地下鉄におけるバリ アフリ ー化【 継続】  

ア 地下鉄烏丸線新型車両への更新【 継続】  

・ 現行の烏丸線車両２０編成のう ち開業以来４０年以上使用し、老朽化した 

９編成について、バリ アフリ ー設備を充実させた車両に令和３年度から 

令和７年度にかけて順次更新 

・ 令和６年度は２編成を更新し、全７編成で運行 

歩道のマウントアップ化（ 左：施工前、右：施工後）  
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イ 地下鉄烏丸線ホームの列車案内表示器の更新及び改札階への新設【 継続】  

・ 令和４年度から令和５年度にかけて、烏丸線全１５駅において、ホーム階に

設置している列車案内表示器の更新及び改札口付近への列車案内表示

器の新設を順次実施し、竹田駅を除く全駅に設置完了 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 温水洗浄便座の設置【 新規】  

＜新型車両における主なバリ アフリ ー対応＞ 

・ 車両床面とホーム床面の段差低減 

・ 両端車両の運転室寄りには、車椅子やベビーカーを御利用のお客様のみならず、介

添えの方や大きな荷物をお持ちのお客様にも安心・快適に御利用いただける多目的

エリ ア（ おもいやりエリ ア） の設置や全車両に車椅子・ベビーカースペースの設置 

・ 視覚に障害がある方にも乗降口がわかり やすくなるよう 乗降口ドア外側への車体と異

なるカラーリ ングによる視認性の向上 

・ 座席への縦手すり 及び吊り手の増設 

・ 聴覚に障害のある方にも運行情報などの案内が見やすくなるよう 全扉への車内案内

表示器の設置 

車椅子・ベビーカースペース 乗降口ドア外側のカラーリング 車内案内表示

＜列車案内表示器における主なバリアフリー対応＞ 

・ 色覚障害の方にも配慮した色の組み合わせを使用 

・ 改札口付近での視覚による情報発信を強化 

  
ホーム階列車案内表示器 改札階列車案内表示器 
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・ バリ アフリ ー整備ガイドラインの車いす用トイレにお

いて、「 望ましい整備内容」 に位置付けられている温

水洗浄便座をバリ アフリ ートイレに計画的に設置 

・ 令和６年度は京都駅（ １か所） 及び四条駅（ ２か所）

に設置完了 

 

 

 

◆ソフト面の取組 

( 1 )  市バスにおける取組【 継続】  

ア 「 交通サポートマネージャー（ ※） 」 の資格を持つ職員の養成【 継続】  

・ 高齢の方や障害のある方に対する接遇・介助の基本を習得した 

「 交通サポートマネージャー」 の資格を有する職員の養成。 

・ 令和６年度は１２名が受講し、延べ１１７名の職員を養成 

 

 

 

 

イ 新規採用市バス運転士への研修【 継続】  

・ 新規採用市バス運転士の研修時において、障害のある方を講師とした

研修を実施。 

 

ウ 所属研修の実施【 継続】  

・ 全運転士及び運行管理者等が受講する所属研修において、高齢の方

又は障害のある方への対応や、人権に関する知識を深める研修を実施 

       

 

 

 

 

 

 

 

※ 公益財団法人交通エコロジー・モビリ ティ財団が交通事業者向けに 

実施しているプロ グラムで、研修を修了することで資格が認定されます。 

 

温水洗浄便座設置後（ 京都駅）  
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エ コミ ュニケーションボードの全車両配備【 継続】  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 京都市身体障害者連合会や日本自立生活センターとの意見交換会の 

実施【 継続】  

    ・  年に一度、京都市身体障害者団体連合会や日本自立生活センター 

（ Ｊ ＣＩＬ） と、市バス・地下鉄に係るバリ アフリ ーに関する意見交換会を実施 

 

カ  優先座席に関する啓発ポスターの作成、掲出【 新規】  

   ・  優先座席を必要とされる方に席をお譲りいただくよう 周知する 

啓発ポスターを作成し、バス車内や京都駅前大型モニター等に掲出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成２７年度から、外国人のお客様のみならず、 

聴覚障害者への御案内として、運賃や支払方法と 

いった基本的な案内文とイラストを記載した、４か国 

語対応の「 コミ ュニケーションボード」 を 

全車両に配備。 
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( 2 )  地下鉄における取組 

ア 「 交通サポートマネージャー」 の資格を持つ駅係員の養成【 継続】  

・ 高齢の方や障害のある方への接遇・介助の基本を習得した「 交通サポ

ートマネージャー」 の資格を有する職員の養成。 

・ 令和６年度は１３名が受講し、延べ２３０名の職員を養成。 

 

 

 

 

 

イ 新規採用駅職員への研修【 継続】  

・ 新規採用駅職員の研修時において、障害のある方を講師とした研修を

実施。 

 

    ウ 所属研修の実施【 継続】  

・ 全運輸関係職員が受講する所属研修において、高齢の方又は障害の

ある方への対応や、人権に関する知識を深める研修を実施。 

 

エ 視覚障害者団体の皆様と連携した安全啓発活動の実施【 継続】  

・ 視覚障害者団体や他の鉄道事業者等と連携し、公共交通を利用され

る方々に対し、視覚に障害のある方への積極的な声掛けをお願いする

共同啓発活動の実施。 

・  令和６年度は視覚障害者団体と共同で作成した「 点字ブロックをふさ

がないで」 と呼び掛ける啓発ポスターを駅構内に掲示するとともに白杖

安全デーにあわせて駅構内放送及び列車案内表示器のテロ ップ表示

により点字ブロ ックマナーに関する啓発を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 公益財団法人交通エコロジー・モビリ ティ財団が交通事業者向け

に実施しているプログラムで、研修を修了することで資格が認定さ

れます。 
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２ 京都市の取組 

◆ハード面の取組 

( 1 )  駅等のバリ アフリ ー化【 継続】  

  地域鉄道事業者が実施する、ホーム改修、新造車両に対して補助金を交付 

・太秦広隆寺駅（ 下り ） 【 京福電鉄】  令和６年１１月完了 

・車椅子、ベビーカースペースを整備した新造車両「 KYOTRAM 」  

【 京福電鉄】  令和７年２月 

 

( ２) 道路のバリ アフリ ー化【 継続】  

令和６年度は、以下の重点整備地区で道路のバリ アフリ ー化工事を実施 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 地区名 

① 京阪五条・七条地区 

② 桃山御陵前地区 

③ 京阪藤森地区 

④ 大宮地区 

⑤ 西院地区 

⑥ 上桂地区 

⑦ 西大路地区 
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地区名 ①京阪五条・七条地区 

＜令和６年度 事業実施箇所＞ 

一般府道 梅津東山七条線ほか（ 七条通） L= 1 8 0 m（ 完了）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜進捗状況（ 令和７年７月末時点） ＞ 

・整備率 : ７８％ 

 

 

 ：令和 6 年度事業実施箇所 
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地区名 ②桃山御陵前地区 

＜令和６年度 事業実施箇所＞ 

主要府道 伏見柳谷高槻線（ 大手筋通）    L= 1 7 0 m （ 完了）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜進捗状況（ 令和７年７月末時点） ＞ 

・整備率 : 1 0 0 %  

 

 

 

  

 ：令和 6 年度事業実施箇所 
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地区名 ③京阪藤森地区 

＜令和６年度 事業実施箇所＞ 

市道 深草西浦緯１５号線 L= 1 5 0 m（ 完了）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜進捗状況（ 令和７年７月末時点） ＞ 

・整備率 ： 8 9 %  

 

 

 

  

 ：令和 6 年度事業実施箇所 
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地区名 ④大宮地区 

＜令和６年度 事業実施箇所＞ 

市道 壬生通（ 壬生川通） L= 1 3 0 ｍ（ 完了）  

市道 後院通      L= 7 8 0 ｍ（ 工事中）  

※ 後院通無電柱化事業に併せて実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜進捗状況（ 令和７年７月末時点） ＞ 

・整備率 ： ７％ 

 

  

 ：令和 6 年度事業実施箇所 
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地区名 ⑤西院地区 

＜令和６年度 事業実施箇所＞ 

一般市道 佐井通（ 春日通） （ 三条通～六角通） L= 1 9 0 m（ 完了）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

＜進捗状況（ 令和７年７月末時点） ＞ 

・整備率 : ３４％ 

 

  

 ：令和 6 年度事業実施箇所 
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地区名 ⑥上桂地区 

＜令和６年度 事業実施箇所＞ 

府道 水垂上桂線他（ 上桂駅踏切～国道 9 号）  L= 6 0 0 m  （ 完了）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜進捗状況（ 令和７年７月末時点） ＞ 

・整備率 : １９％ 

 

  

 ：令和 6 年度事業実施箇所 
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地区名 ⑦西大路地区 

＜令和６年度 事業実施箇所＞ 

一般市道 御前通 L= 4 0 m（ 完了）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

＜進捗状況（ 令和７年７月末時点） ＞ 

・整備率 : ３８%  

 

 

 

  

 ：令和 6 年度事業実施箇所 
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（ ３） 令和７年度の道路バリ アフリ ー化整備予定地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 地区名 

① 上桂地区 

② 松尾大社地区 

③ 太秦地区 

④ 西院地区 
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( ４) 公園のバリ アフリ ー化 

① 工事名・事例名 錦坊城公園の再整備 

② 整備完了時期 令和６年度 

③整備箇所（ 箇所図等貼り付け）  

 

③ 整備内容（ バリ アフリ ー化の取組内容）  

・公園入口の段差の解消、バリ アフリ ートイレへの建て替えなど、公園の再整

備を行った。 

④ 写真（ 整備前と整備後）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （ 整備前）                      （ 整備後）  

 

 

 

錦坊城公園 

四条通 

47



( ５) みやこユニバーサルデザイン優良建築物顕彰制度の運用 

ア 制度内容 

    全ての人が暮らしやすい社会環境づくり を目指す「 みやこユニバーサルデ

ザイン」 の考え方に基づき、バリ アフリ ートイレの整備など、高齢の方や障害

のある方等の利用に配慮した基準を満たす建築物について、基準への適

合状況に応じて顕彰マークを交付し、掲示していただく制度。 

 

イ 公表事例（ 顕彰マーク交付施設）  

  ＜京都市ホームページ＞ 
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◆ソフト面の取組 

（ １） 「 心のバリ アフリ ー」 の普及啓発【 継続】  

  ○「 心のバリ アフリ ー」 ポスターを作成 

（ ※市内７９駅で掲出：令和７年４月２５日～５月２５日）  

 

        ＜ポスター＞                       ＜掲出状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２） ほほえみ交流活動事業の実施 

・ほほえみ交流活動事業…学校や地域などで、障害のある人とない人が相互に

交流する機会を広げることにより、障害や障害のある人への理解を深めることを

目的とした取組。京都の障害者団体などが市内の小中学校や児童館と協働で

実施しており、体験・交流学習や出前講演、障害者福祉施設の見学・交流学習

などを通して、障害理解を深める。 

・令和６年度は、肢体障害のある方による出前講演や、点字・手引き体験、知的

障害の疑似体験等、様々な障害についての事業を６２件実施。 

 

 

 

ほほえみ交流活動事業実施の様子（身体に障害のある方（車いすの方）のお話と車いす体験） 

 

49



（ ３） 障害者週間の取組 

 ・「 心の輪を広げる体験作文」 及び「 障害者週間のポスター」 の作品募集 

子どもたちの体験や創作表現を通して、障害のある方に対する理解を深め、障

害の有無にかかわらず、互いに尊重・理解しあいながら生きる「 共生社会」 の実

現を目指し、内閣府、都道府県、指定都市で共催。 

  令和６年度は「 心の輪を広げる体験作文」 に５点、「 障害者週間のポスター」

に４点の応募があり、作品審査会において京都市長賞受賞作品の選定を行っ

た。 

 

・街頭啓発キャンペーン 

障害者週間（ １２月３日～９日） に合わせて、障害者団体等の方々が、各区の施

設や主要バスターミ ナル及び地下鉄駅構内等で啓発グッズを配布し、街頭啓

発を行った。 

 

★令和６年度テーマ「 知っていますか？「 耳マーク」 」  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市民しんぶんへの記事掲載（ 令和６年１２月１日号）  

  障害者週間に合わせて、市民しんぶんで障害のある人への配慮の例や、障

害者差別解消法改正による事業者の合理的配慮の義務化についての記事を

掲載。 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年度啓発物品 紙製ポケットティッシュ 
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（ ４） みやこユニバーサルデザイン賞の開催 

 ・みやこユニバーサルデザイン賞…「 あなた、家族、友人 が 、 明日 から障害

のある人として生活していくなら学校は、職場は、まちは、ものは、どのよう なユニ

バーサルデザインであれば、楽しく過ごせると思いますか？」 をテーマに作品を

募集。市内に在住又は通学・通勤する方から作品を募集し、審査・表彰すること

で、市民や事業者へユニバーサルデザインの考え方の定着を図り、更なる実践

を促す。 

 

・令和６年度実績 

  〈 アイデア部門〉 応募数 ４３３点 ( う ち、大賞１点、優秀賞９点)  

  受賞作品は、令和７年３月１日から３月１０日まで、京都駅ビル「 みんなの広場

―う っどすくえあ―」 において展示。 

 

（ ５） 企業向け人権啓発講座の開催 

 ・「 障害者差別解消法の改正について」 をテーマに、市内に事業所のある企業

等の経営者、総務・人事責任者、人権研修推進者等を対象にした研修を開催。

法改正の概要や、企業における合理的配慮の事例等に関する講演を実施。 

 

（ ６） 専門相談員及び専用ダイヤルの設置 

・令和６年４月１日からの障害者差別解消法の改正により 、障害者差別相談体

制を充実させるため、障害者差別相談及び虐待通報等の専門相談員及び専

用ダイヤルを設置。令和６年度相談対応実績３５件。 

 

（ ７） 事業所向け障害者差別解消法改正チラシの周知 

・令和６年４月１日からの障害者差別解消法の改正は、民間事業者等に大きく

関係しており、十分な対応をしていただくには、行政からの周知が必要不可欠な

ため、各局区等の業務上関係のある民間事業者等への周知に協力を依頼。 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

障害を理由とする差別の解

消に関する法律の一部を

改正する法律に関する 

事業者向け周知チラシ 
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（ ８） 施設づくり部会での実地調査 

・ 鉄道駅舎やバスターミ ナルの新築、大規模改修の事案について、設計段階及

び工事完了後にみやこユニバーサルデザイン審議会利用しやすい施設づくり 部

会から意見を聴く機会を設け、その意見を事業者に伝えることにより、一層利用

者の視点に立った整備が行われるよう 促していく。令和６年度実績として、京都

市役所新庁舎（ 本庁舎・北庁舎） 工事等に係る現地視察を実施した。 

 

（ ９） バリ アフリ ー親子体験会の実施 

 ●目的 

「 京都市建築物安心安全実施計画」 に基づき、良質な建築物の供給に向け、

建築物のバリ アフリ ー化を促進するとともに、市民に対し、良質な建築物への関

心や知識を深めてもらう よう 、普及啓発の取組を進めている。 

その取組の一環として、将来の担い手である子どもとその保護者を対象に、バ

リ アフリ ーに関する知識を深めてもらう とともに、高齢の方や障害のある方の移

動に対する配慮など、心のバリ アフリ ーの意識醸成を図る。 

 

 ●概要 

  対象：小学生（ ４～６年生） とその保護者の方 

日時：令和６年９月２８日（ 土） 午前１０時３０分～正午  

場所：京都市京セラ美術館 

  協力：（ 一社） 京都府建築士会ハート& ハード研究会 

  内容：建築物のバリ アフリ ーに関する基礎知識の講義（ 座学） と車椅子による館内見学（ 体験） 
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( １０)  宿泊施設のバリ アフリ ー情報の発信 

●「 人にやさしいお宿情報」 の運用 

高齢の方や障害のある方をはじめとする誰もが自分のニーズに応じた宿泊 

施設を選択することができる環境を整えることを目的に、宿泊施設のバリ ア 

フリ ーに関する情報（ 「 人にやさしいお宿情報」 ） の公表を行っている。 

公表件数： 1 1 5 施設（ 令和 6 年度末時点）  

＜京都市ホームページＵＲＬ・二次元コード＞ 

http s ://w w w .c ity.kyoto .lg .jp /toke i/p a g e /0 0 0 0 2 9 3 1 5 0 .h tm l 

     

●バリ アフリ ー情報ポータルサイト「 ＩＫＫＥＬ（ イッケル） 」 との連携 

（ 一社） 京都府建築士会・ハート＆ハード研究会の協力を得て、（ 一社） バリ

アフリ ー総合研究所 UD ラボ東海と連携し、宿泊施設のバリ アフリ ー対応の

現状を写真や３Ｄ画像を用いて詳細に発信する民間ポータルサイト「 IKKEL

（ イッケル） 」 を活用することで、本市の「 人にやさしいお宿情報」 について、 

より便利で利用しやすいものに充実する取組を開始した。 

      ＜「 IKKEL（ イッケル） 」 掲載事例＞ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲宿泊前に３Ｄ画像で詳細な 

バリ アフリ ー情報を確認可能 

▲自分で必要な寸法を計測

▲バリ アフリ ー情報を様々

な条件で検索可能 

＜IKKEL ホームページＵＲＬ・二次元コード＞ 

http s ://ikke l.o r.jp /  
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( １１)  ヘイトスピーチに関する啓発 

ヘイトスピーチに関する啓発として、以下の取組を実施した。 

 

・ 本市が発行している人権総合情報誌「 きょう ☆COLOR」 vo l.2 2 （ 令和６年

1 2 月号） において、ヘイトスピーチに関する特集記事を掲載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ １２月の人権月間、１月のライフ・イン・ハーモニー推進月間に合わせて、ヘ 

イトスピーチの啓発ポスター及びチラシを京都市営地下鉄や市関係機関 

などへ掲示、配架。 

また、京都市公式ＳＮＳ（ LINE、X（ 旧 Tw itte r） 、Fa ce b ook） において 

も、啓発記事を投稿。 
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意見書集約【概要版】 

 

《 駅》  

【 デジタル関連】  

① 障害者手帳用の磁気カードの導入、切符購入の不便さ 

② 車内案内表示の拡大 

③ 乗換案内表示の延長線表示 （ 壁や床に大きく・カラー等で）  

④ みどりの窓口の営業時間の延長、券売機の ICT 化 

【 駅内の施設について】  

① 駅員の無人化問題について（ 車いす利用者、聴覚障害者への配慮）  

② 烏丸線の全駅ホームドアの設置 

③ 地下鉄の照明を明るくしてほしい 

④ おむつ替えスペース、授乳スペース、個室ボックスの増設 

⑤ カームダウンスペースの周知、設置 

⑥ 駅通路に優先レーンの設置 

【 エレベーター、階段】  

① 耳マークボタンの設置 

② 京都駅エレベーターの増設、案内表示 

③ 小規模の駅でもエレベーター、エスカレーターの設置 

④ 階段の昇降区分の表示が見にくいので手すりなどで分ける（ 駅内のアナウンス）  

 

《 バス》  

【 バス設備、運営について】  

① 混雑するバス停での車いす利用の不便さ 

② 入口の段差が高い 

③ 終バス時刻の延長（ 地下鉄より極端に早い）  

【 外国人観光客のマナー・混雑】  

① 外国人客へ車内放送での注意喚起の強化 

② 鳴滝総合支援学校区での登下校時のバス問題（ 観光客過多により）  

③ 市バスの増便や経路の見直し、住民優先乗車ルールの導入 

 

資料３ 
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《 駅、バス共通》  

【 バリ アフリ ーの広報関連】  

① HP の最初の画面にバリ アフリ ーの項目の追加 

② バリ アフリ ー状況の一覧表の作成 

③ 音声翻訳機「 ポケトーク」 の導入の広報 

④ バリ アフリ ーの機器、サービスの導入について広報へ連絡 

【 研修について】  

① ミ ライロ ID の対応マニュアル、研修の実施 

② 事業者の研修に当事者も参加できる機会 

 

《 道路》  

【 道路の整備依頼】  

① 雨水用の傾斜が車いすでの移動には危険 

② 細い路地の電柱の地中化を優先的に進めてほしい 

③ 歩行者レーンと自転車レーンの区分けを鉄柵等で明瞭化する 

【 迷惑駐車等】  

① 路上駐車、路上駐輪の取り締まり  

② 車いす専用スペースへの無関係な駐車への厳格な対応 

 

《 心のバリアフリー》   

【 心のバリ アフリ ーの啓発・必要性】  

① インバウンドの影響を考慮した歩きスマホの危険性等の啓発 

② 声かけ、見守りの必要性 

③ チラシ配布だけでなく駅内で啓発活動の実施 

④ ポスター掲示、特性の理解し許容する雰囲気づくり  

 

《 その他》  

① 音声以外の連絡手段（ QR コードシステム等）  

② 警察公認の耳マークの作成・配布 
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意見書集約【本編】 

 

《 駅》  

【 デジタル関連】  

① 障害者手帳用の磁気カードの導入、切符購入の不便さ 

・京都市地下鉄で、障害手帳で通れる方も自動改札機で使えるよう に磁

気カードを発行してください。 （ 介助者含む） 京都市が発行している敬老

乗車証は、磁気カードのため自動改札機が通れるので。ちなみにスルッと 

KANS AI  特別割引用 IC カードは割引制度なので使えない。   

改札口のカメラに見せる仕組みもあるが、改札窓口が混んでいるときは、

待たないといけない。ちなみに半額にあたる方は券売機の半額料金ボタン

で切符を買えるため、自動改札機が通れる ※京都市内の地下鉄は障害

手帳で通れるので高速道路の割引のよう な方法はとれないのか。地下鉄

と私鉄の乗り 換えの場合、切符の買い方が不便となる。（ ２種の場合地下

鉄は割引となるが、私鉄は割引されない）  

② 車内案内表示の拡大 

・電車停止時に緊急連絡がわかるよう に、電車の車内案内装置を大きい液

晶画面に改修してください。 現在でも小さい画面の車両が多く残っている。

緊急連絡表示と合わせて※、大きい液晶画面に改修してください。 

改修には時間がかかると思いますので、それまで HP  等で詳細がわかる

よう に案内してください。 ※すべての鉄道会社で車内案内板の液晶画面に

緊急時の案内があるか不明のため 

③ 乗換案内表示の延長線表示 （ 壁や床に大きく・カラー等で）  

・各交通機関の乗り 換えの際、正しい乗り 換えができるよう 、大きくわかりや

すく、長い距離で「 延長線」 を表示するよう お願いします。例えば市営地下鉄

烏丸御池駅では、東西線ホームの床に北大路方面、あるいは四条・京都駅

方面へのホームを案内するカラーの矢印表示が大きくわかりやすく延々と続

いています。一部の壁や柱に表示するだけでなく、床に延長線を表示し誘導

することで、障害のある者が、列車を降り た際にまずどちら側に歩き出せば

よいのか戸惑う ことのないよう 、すべての乗り 換え駅で、表示いただくよう お

願いいたします。 

 

資料４ 
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④ みどりの窓口の営業時間の延長、券売機の ICT 化 

・みどり の窓口の営業時間縮小や廃止、券売機化は、聴覚障害者にとって

大変問題です。みどり の窓口券売機に今後顔認証や指紋認証の ICT 化

が 導入すれば早く買えるのではないでしょう か？検討していただきたいで

す。 

【 駅内の施設について】  

① 駅員の無人化問題について（ 車いす利用者、聴覚障害者への配慮）  

 ・前回会議において、肢体障害者協会や聴覚障害者協会から、近鉄の駅無

人化問題についての意見が出されていました。駅務や点検業務など様々な

点での効率化の方向については、公共交通の経営上、一定仕方ない部分

があるとは考えます。 

  しかし、改札が複数ある駅での一部改札の無人化の範囲を越えて、駅その

ものでの無人化については、トラブル発生など緊急の際のことも考えると、

大変憂慮すべき問題であると感じます。 

  隣の駅から２分や３分で駆けつけてもらう ことは不可能です。利用者の安全

確保は、公共交通に対しまず求められる大事な要素ではないでしょう か。車

いす利用者への配慮方法を検討してほしい。 

 ・京都市営地下鉄から竹田以南へ行く際、「 奈良」 「 新田辺」 行であれば乗

り 換えなし、竹田乗り 継ぎであっても改札なしで同じホームからシームレス

に乗り 継ぎが可能である。その場合、京都市営地下鉄に京都市の「 福祉乗

車証」 で乗車した障害者は、降車駅の改札口で竹田駅からの運賃を支払

って下車する。ところが、無人化に伴い、この方法で下車することが非常に

困難になった。 

流れとしては、改札口のインターホンを押し、誘導に従って改札口付近の乗

り越し精算機を操作、竹田からの運賃を精算して下車、となる。 

インターホンを使って音声言語での応答が難しい聴覚障害者の場合には、

その代わりに改札口に貼られた QR コードを読み取って、近鉄電車のお客様

センターのよう なところと文字チャットでやり 取り し、同じく乗り 越し精算機を

操作する。この方法では、スマホを所有しない者や、そもそも手話言語を自ら

の第一言語としていて書記日本語による文字チャットができない者は、下車

することができないという ことになる。 

 スマホ等の操作が容易でない高齢者やろう 重複障害者においても同様で

あるし、そもそも乗客側の所有物・通信環境（ 料金も） に、鉄道会社が「 乗っ
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かる」 ことが正当ではない。全国的に人手不足が叫ばれる昨今、無人化が

やむを得ない選択肢であったとしても、現状では障害者への対応はおろそ

かである と 言わざる を得ない。従来か ら無人駅の存在する 叡山電車およ

び、同じく京都市営地下鉄からの乗り 入れがある京阪電車の無人駅につい

ては、運転士や車掌がそれらの対応をするため、困ることはあったとしてもス

ムーズな下車ができる。近鉄電車においては、現行の方法ではバリ アフリ ー

対応になり えないことを自覚し、障害当事者団体からの意見に真摯に向き

合う べきである。 

② 烏丸線の全駅ホームドアの設置 

 ・地下鉄烏丸線の全駅ホームドアをできるだけ早く設置していただきたい。 

③ 地下鉄の照明を明るくしてほしい 

 ・地下鉄は改札の電気がもう 少し明るくてもいいのではないかと思います。 

④ おむつ替えスペース、授乳スペース、個室ボックスの増設 

 ・おむつ替えス ペース や授乳ス ペース が も っと 欲しいと の声も 。一方で 、

M a ma ru という 子育て世代向けの個室ボックスが設置されていて、利用で

きて良かったという 話も聞き、有難いと思いました。 

  もっと認知度が上がり、設置数も増えたら、子育て世代にとってはとても嬉し

く、出かけやすくなります。 

⑤ カームダウンスペースの周知、設置 

 ・駅などの公共交通機関や商業施設にカームダウンスペースの設置を強く

要望します。パニック状態になった際に静かで感覚刺激の少ない場所を提

供することで、利用者、特に感覚過敏のある方や小さなお子様が安心して

落ち着ける環境を確保できます。実際にカームダウンスペースに助けられた

経験があり 、その有効性を実感しています。このよう な空間の設置は、多様

な人々が公共の場を利用する上での大きな助けとなります。 

⑥ 駅通路に優先レーンの設置 

 ・規模の大きな駅の通路に関しては、障が い者、高齢者、妊婦さんなどの優

先レーンがあってもいいのではないかと 思います。また優先レーンには、視

覚に入り やすく意識しやすい表示と色分けと車いすでもスムーズに移動で

きる広さが確保できていればいいなと思いました。 
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【 エレベーター、階段】  

① 耳マークボタンの設置 

 ・ 駅などのエレベーターを新設又は改造時に「 耳マークボタン」 を設置して

欲しい（ 京都駅の北は設置済み）  

② 京都駅エレベーターの増設、案内表示 

 ・ベビーカーや車いすなどの利用者にとって、エレベーターは必須です。 

  京都駅は、利用者数の割にエレベーターの数が少なく小さいよう に感じて

います。１階降り るだけでも、他の利用者が他の階に降り るのを待つだけで

随分時間がかかり ます。電車に間に合わないことも。駅のエレベーターがも

っと見つけやすいと助かるという 声も聞きました。 

③ 小規模の駅でもエレベーター、エスカレーターの設置 

 ・規模の大きな駅にはエレベーターやエスカレーターが必ず設置されていま

すが、規模の小さな駅では必ずあるわけではない。 

④ 階段の昇降区分の表示が見にくいので手すり などで分ける（ 駅内のアナ

ウンス）  

 ・階段の昇降も矢印や色分けで昇る用と降り る用に分かれているが、実際は

通勤時間帯は人も多く、昇降の区分けに関係なく人が混じって移動しづら

い状況になっている。多くの利用者が使用しているので、階段に表示された

マークはほとんど視界に入らず。 

階段の中央に、区切り の手すりにもなる柵の設置があればと思います。 

・通勤時はみんなせかせかして気持ちに余裕のない感じを受けるので、階

段の昇り 口、降り 口にスピーカーを設置して、例えば、昇り 口なら 「 行ってら

っしゃい」 とか降り 口なら「 おかえり なさい」 とアナウンスしてもらえると、ちょ

っとう れしい感じがするのですが。これも好みかもしれませんが。 
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《バス》 

【バス設備、運営について】 

① 混雑するバス停での車いす利用の不便さ 

 ・バスが傾くことにより、車いすの乗降はしやすくなったが、混雑す

るバス停で車いす利用者が見逃されるケースがある。 

② 入口の段差が高い 

 ・バスに乗るとき、入り口から車中に入る段が高く感じるようになり

ました。降りるとき気を付けないと怖いです。 

③ 終バス時刻の延長（地下鉄より極端に早い） 

 ・バスの運行終了時間を延ばしてほしい。京都市中心部以外は地下鉄

と比べて極端にバスの運行終了時間が早い。 

【外国人観光客のマナー・混雑】 

① 外国人客へ車内放送での注意喚起の強化 

 ・観光地を経由するバスは、外国人客等は'ヘルプマーク'のいみが分

からず、優先席を占領したり、通路にスーツケースや大きなものを置

いたままにしている場合が多いので、車内放送で時々注意をしてほし

い。 

② 鳴滝総合支援学校区での登下校時のバス問題（観光客過多により） 

 ・鳴滝総合支援学校の学校区では、観光客で混み合う市バスにより、

朝の登校時に生徒が予定のバスに乗車できない事態が頻繁に発生し

ていると伺っています。このため、一部の生徒は通常よりも大幅に早

く家を出ることを余儀なくされており、職業科の生徒を含め、登下校

時のバス問題は他地域でも少なからず存在すると推察されます。 

③ 市バスの増便や経路の見直し、住民優先乗車ルールの導入 

 ・観光地を通る市バスが満員で、車いす利用者が乗車できずに雨の中

を移動せざるを得ない状況も発生しています。これは、住民が日常的

に利用する公共交通機関としての機能が十分に果たされていないこ

とを示しています。これらの状況を踏まえ、各学校の生徒や車いす利

用者を含む地域住民が円滑に利用できる市バス、およびその他の公共

交通機関の増便や経路の見直し、住民優先乗車ルールの導入など、具

体的な対策の確保を強く求めます。 
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《 駅、バス共通》  

【 バリ アフリ ーの広報関連】  

① HP の最初の画面にバリ アフリ ーの項目の追加 

・各事業所の HP  の最初の画面にバリ アフリ ーの項目を追加してください。

バリ アフリ ーの情報を見つけるのが大変。HP  の最初の画に項目を追加し

てはどう か？ 

② バリ アフリ ー状況の一覧表の作成 

 ・各電鉄のバリ アフリ ー状況を調べるのが大変なので、バリ アフリ ーの状況を

表形式で作成して欲しい ( もし、ある場合、バリ アフリ ーのインターホン有無

や窓口対応( 筆談等) については記載がないと思いますので追加で記載し

て下さい)  

③ 音声翻訳機「 ポケトーク」 の導入の広報 

 ・音声翻訳機「 ポケトーク」 導入している事業所が増えてきている。導入され

ている場合は、HP や窓口でわかるよう に広報してください。これは日本語

音声の聞き取り が できない聴覚に障害が ある方、高齢者等にも 有効であ

る。 

④ バリ アフリ ーの機器、サービスの導入について広報へ連絡 

 ・音声だけの連絡では不十分。必ず別の手段を準備すること。バリ アフリ ーの

機器、サービス導入に関しては、必ず広報と関連する団体に連絡してくださ

い。京都市地下鉄において「 耳マーク」 の設置をして頂いています( エレベ

ーター、無人駅窓口、多機能 IC 型インターホン)  サービス開始時に広報

の選定をされているそう で、話が団体に伝わっていない。 

【 研修について】  

① ミ ライロ ID の対応マニュアル、研修の実施 

 ・ミ ライロ ID 利用時に、公共バス乗務員によって案内ポスターと画像が違う

など、解釈が様々であるために嫌な顔をされたり 、笑われたり するという 経

験があり ます。これは、障がい者手帳アプリ の利用に関する乗務員間の認

識不足や対応のばらつきが原因と考えられます。障がいのある方が安心し

て公共交通機関を利用できるよう 、ミ ライロ ID に関する統一された対応マ

ニュアルの策定と、全乗務員への徹底した研修の実施を強く求めます。これ

により 、個々の乗務員の判断に左右されることなく、誰もが公平かつ尊重さ

れた対応を受けられるよう にすべきです。  
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② 事業者の研修に当事者も参加できる機会 

 ・事業者の方々の研修などに、当事者が 参加させていただける機会を行政

の方にもお力添えをお願いしたいと考えております。 

 

《 道路》  

【 道路の整備依頼】  

① 雨水用の傾斜が車いすでの移動には危険 

 ・雨水を流すために道路に設けられている傾斜が、車いすで移動する際には

急すぎると感じることがあります。これにより 、特に細い路地では電柱に接触

しそう になるなど、危険な状況が生じています。 

② 細い路地の電柱の地中化を優先的に進めてほしい 

 ・観光地周辺だけでなく、細い路地における電柱の地中化を優先的に進め

ることを要望します。住民の日常生活における安全確保を最優先とし、特に

車いす利用者やベビーカー利用者など、移動に困難を抱える方々が安心し

て通行できる環境整備が不可欠です。 

③ 歩行者レーンと自転車レーンの区分けを鉄柵等で明瞭化する 

 ・歩道によっては、歩行者と自転車のレーンが、色分けや自転車レーンには自

転車マークのピクトグラムで分かり やすく区切り がしてあるのですが、実際

は自転車レーンに歩行者が、歩行者レーンに自転車がいることもあり 、もっ

と視覚に訴えるわかり やすい表示や色を使用してはどう かと思いました。ま

た、一部の歩道で実施されているのですが、鉄の柵で部分的に区切ってあ

り 、柱に自転車と歩行者と表示してあれば、もっとルールを守って安全に移

動できるのではないかと思いました。点字ブロックは交差点や駅のホームな

どよく見かけます。しっかり整備がされているんだと感じました。 

【 迷惑駐車等】  

① 路上駐車、路上駐輪の取り締まり  

 ・家の敷地からはみ出して駐車・駐輪されている車や自転車が多く、歩行者

が車道の真ん中を通らざるを得ないなど、非常に危険な状況です。これに

より 、接触事故のリ スクが高まるだけでなく、事故発生時の責任の所在も不

明瞭になる恐れがあり ます。 
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② 車いす専用スペースへの無関係な駐車への厳格な対応 

 ・スーパーなどの車椅子専用駐車スペースに、本当に必要とする方が 駐車

できない状況が見受けられます。これは、制度の趣旨が十分に尊重されて

いない現状を示しています。京都市として、路上駐車・駐輪に対する取り 締

まり を強化し、明確な罰則を設けるとともに、車椅子専用駐車スペースへの

無関係な駐車に対しては、駐禁切符の切符を可能にする条例の制定など、

より厳格な対応を求めます。 

 

《 心のバリアフリー》   

【 心のバリ アフリ ーの啓発・必要性】  

① インバウンドの影響を考慮した歩きスマホの危険性等の啓発 

 ・白杖を持って一人で歩いている人に声をかけて下さることがコロ ナ渦をへ

てもどり つつあり ますが、インバウンドで認識してもらいにくくなっていること

もあります。歩きスマホの危険性など私たちが安心安全に移動できるよう 啓

発を続けていく事も課題です。 

② 声かけ、見守りの必要性 

 ・駅のホームで、目の不自由な方への手助けの声掛けを促すアナウンスをよ

く耳にするよう になり ました。言われなくても、どんな方にも助けの声を掛け

合えたり、温かく見守り 合えるよう な、心のバリ アフリ ーも必要だと思います。 

③ チラシ配布だけでなく駅内で啓発活動の実施 

 ・前回会議においては、ハンドブックやチラシが 提供され、「 心のバリ アフリ

ー」 の問題について数多くの意見が出されていました。確かにハンドブック

には、多様な情報が盛り 込まれ充実した内容であると思われます。しかし、

それを作り 各方面へ配布、配架するだけで、格段の「 心のバリ アフリ ー」 が

図れるとは思われません。例えば、交通安全やエコ活動、あるいは最近であ

れば盗撮防止などのよう に、年に１，２回日を 決めて、全事業者が一斉に

駅内で啓発を行う などのことを検討いただくよう お願いします。 

④ ポスター掲示、特性の理解し許容する雰囲気づくり  

 ・心のバリ アフリ ーを推進するため、冊子配布だけでなく、駅や公共施設など

の分かり やすい場所へのポスター掲示を通じて、より 広範な市民への周知

徹底を要望します。特に、発達障がいのある方などが落ち着くためにとる行

動や言動（ 例：感覚刺激を避ける、特定の動きをするなど） について、その

背景にある特性を理解し、社会全体で許容する雰囲気作りが必要です。 
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《 その他》  

① 音声以外の連絡手段（ QR コードシステム等）  

 ・音声のみのインターホンでは、コミ ュニケーションが取れないので、音声とは

別に連絡できる手段を導入してください。 ( 即応性のある QR コードシス

テム等)  例) 建物、駐輪、駐車の精算機、駅構内等 

② 警察公認の耳マークの作成・配布 

 ・警察公認の耳マークを作成して配布してください。補聴器等※1  をしなが

ら自転車に乗っている方が、イヤホンで音楽を聞いているよう に見えて、警

察官に呼び止められる事態が発生している。 

  音楽を聞いていないことを警察官が視覚的に確認するために警察公認の

「 耳マーク」 シール※2  もしくは磁石を作成できないか？ ( 観光用電動キッ

クボード？に使う ため)  

※1  補聴器だけでなく人工内耳、集音器等    

※2  ちなみに車の場合、「 ちょう ちょマーク」 は補聴器なしで運転する場合と

記載されているので、この場合とは合わない。要相談。 
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